
浄化槽保守点検及び清掃業務委託仕様書 
 

１．委託場所 

 （１）鎌先温泉公衆便所（白石市福岡蔵本字鎌先一番５８－５） 

    単独１０人槽 点検回数年間１２回 

 （２）小原温泉公衆便所（白石市小原字湯元２３－１） 

    合併１８人槽 点検回数年間１２回 

 （３）御廟の森公衆便所（白石市福岡蔵本字勝坂８） 

    合併１８人槽 点検回数年間１２回 

 （４）馬牛沼公衆便所（白石市斎川字馬牛１－３） 

    単独５０人槽 点検回数年間１２回 

 （５）材木岩公衆便所（白石市小原字上台２７－３） 

    単独１５０人槽 点検回数年間１２回 

 （６）スパッシュランドパーク（白石市小原字西川久保） 

    合併２５人槽 点検回数年間１２回 

 （７）スパッシュランドパーク憩いの館（白石市小原字西川久保） 

    合併２５人槽 点検回数年間２６回 

（環境省関係浄化槽施行規則第６条第２項の表に規定する浄化槽） 

 （８）材木岩公園農家レストラン（白石市小原字上台３９－７） 

    合併１４人槽 点検回数年間１２回 

 （９）若林公園トイレ（白石市大鷹沢大町字若林１３４－１） 

    合併１８人槽 点検回数年間１２回 

 （10）不伐の森公衆便所（白石市福岡八宮字川原子） 

    合併１４人槽 点検回数年間１２回 

 （11）有害鳥獣解体処理施設（白石市福岡八宮字弥治郎東４０－６３） 

    合併７人槽 点検回数年間１２回 

 （12）斎川チェーン着脱所（白石市斎川地蔵院前） 

    合併９０人槽 点検回数年間１２回 

 （13）小原お試し住宅（白石市小原字町５７） 

    合併５人槽 点検回数年間１２回 

 （14）総合福祉センター（白石市福岡蔵本字茶園６２－１） 

    合併１４４人槽 点検回数年間２６回 

（環境省関係浄化槽施行規則第６条第２項の表に規定する浄化槽） 



 （15）大平小学校（白石市大平森合字権現山１） 

    合併１３７人槽 点検回数年間２６回 

（環境省関係浄化槽施行規則第６条第２項の表に規定する浄化槽） 

 （16）白川小学校（白石市白川津田字大淵３０） 

    単独７０人槽 点検回数年間１２回 

 （17）小原小・中学校（白石市小原字伊勢原道上１） 

    合併５０人槽 点検回数年間１２回 

 （18）大平公民館（白石市大平中目字西田７） 

    単独１３０人槽 点検回数年間１２回 

 （19）白川公民館（白石市白川津田字内堀６－１） 

    合併３５人槽 点検回数年間１２回 

 （20）小原公民館（白石市小原字中北前田３－２） 

    合併３５人槽 点検回数年間１２回 

 （21）白石市グラウンド・ゴルフ場（白石市大鷹沢大町字若林地内） 

    合併２１人槽 点検回数年間１２回 

 （22）白川保育園（白石市白川津田字大淵１－３） 

    合併１４人槽 点検回数年間１２回 

 （23）大鷹沢保育園（白石市大鷹沢三沢字竹の中１－１） 

    単独３０人槽 点検回数年間１２回 

 

２．履行期間 

 契約日の翌日から令和９年３月３１日まで 

 

３．委託内容 

 （１）本業務は、本仕様書記載の浄化槽について、浄化槽法（昭和５８年法律第４３

号）に基づく、保守点検、清掃及び汚泥の収集運搬を適正に行い、浄化槽の正常な

機能を維持し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 

 

 （２）受注者は、業務の実施にあたり、浄化槽法、環境省関係浄化槽法施行規則（昭和 

５９年厚生省令第１７号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律 

 第１３７号）を遵守しなければならない。 

 

 



 （３）保守点検は、環境省関係浄化槽施行規則第６条第２項の表に規定する「スクリー 

ン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽（一にあげるものを除く）」 

については２週間に１回、その他の浄化槽については毎月１回実施し、設置者にそ 

の結果報告書を提出する。 

 

 （４）清掃は、環境省関係浄化槽法施行規則第３条の清掃の技術上の基準に従い実施

し、汚泥汲み取りも行うこと。 

  

 （５）浄化槽の使用又は管理について、緊急を要する場合は設置者の求めに応じ、必要 

  な場合都度、技術者を派遣すること。 

 

 （６）この仕様書に明記されていない事項又は業務について、疑義が生じた場合は、受 

注者と協議の上、決定するものとする。 

 


